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本日の報道について 

 

本日、当社に関し、東京労働局が労働基準法違反の容疑で書類送検の方針を固めたとの報道がご

ざいました。本件により、お客様や株主の皆様をはじめとするご関係の皆様方に、多大なるご心配

をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げます。 

 

 平成 28 年 3月、当社は、2015 年度において労働基準法に定める上限を超える労働時間があった

として、東京労働局による調査を受けてまいりました。以降、東京労働局の調査に全面的に協力を

すると共に、社長をプロジェクトリーダーとした社内プロジェクトを立ち上げ、長時間労働削減に

向けて様々な取り組みを行っております。労働時間管理の徹底、営業時間の短縮、人員体制の整備、

システム化による業務効率化の推進をプロジェクトの目的とし、長時間労働の削減の実現に向け、

業務内容を見直し、労使協定の上限を超える長時間労働を解消するよう努め、従業員の皆様のご協

力もあり、相当な成果は上がっていると認識しております。 

 

当社では、東京労働局によるご指摘等を厳粛に受け止めており、労働環境の改善に向けて、引き

続き全力で取り組んでまいります。 

 

以上 

 


